令和　　年　　月　　日　
（宛先）館山市長　
指定相談支援事業所名


担当者氏名　　　　　　　　　　　　　

「標準利用期間」を超える支給決定が必要な理由書

「標準利用期間」を超えて利用する必要がある理由について、下記のとおり報告いたします。
	対象者
	受給者証番号
	

	
	フリガナ
	

	
	氏　名
	

	
	生年月日
	昭和・平成・令和　　　　年　　月　　日

	現住所
	

	サービス種類
	□自立訓練（機能訓練）　　　□自立訓練（生活訓練）
□宿泊型自立訓練　　　　　　□就労移行支援

	現在の支給決定期間
	　　年　　　　月　　　　日　　～　　　　年　　　　月　　　　日

	延長を必要とする期間
（最長１年間）
	[bookmark: _GoBack]　　年　　　　月　　　　日　　～　　　　年　　　　月　　　　日

	経　　　歴
	





	サービス利用
までの経過
	





	サービス利用中の
訓練内容及び評価
	





	延長が必要
となる理由等
	







【添付資料】　延長期間中の目標及び支援内容を具体的に記載した個別支援計画（案）

 理由書作成時の注意点

（１）「経歴」の項目について
　・学歴、職歴を具体的に記載してください。

（２）「サービス利用までの経過」の項目について
・今回更新を希望する訓練等給付サービスの利用までの支援内容及びその経過について、概要を具体的に記載してください。 

（３）「サービス利用中の訓練内容及び評価」の項目について　
・契約してから現在までの支援内容及びその経過、評価結果について具体的に記載してください。
・就労移行支援事業所においては、職場実習の実習先、実施期間、職業安定所（ハローワーク）での求職登録等について具体的に記録してください。 

（４）「延長が必要となる理由等」の項目について
・下記の「標準利用期間を超えてサービスの提供が必要であると認められる場合」を留意の上、そのサービスを継続することが必要である固有の理由を具体的に記載してください。
・「通所先が必要」等といった日中活動サービス全般に共通するような理由は認められません。
	標準利用期間を超えてサービスの提供が必要であると認められる場合

	自立訓練（機能訓練） 
	リハビリや各種療法を実施しており、さらに継続する必要があること。
地域・在宅生活に向けて、具体的な調整や支援が必要であること。 

	自立訓練（生活訓練） 
宿泊型自立訓練
	地域・在宅生活に向けて、具体的な社会生活上のスキルを学ぶ必要があること、若しくは現在訓練中でさらに継続が認められること。 

	就労移行支援 
	更新時点で、一般就労への具体的な見通しがあること。
・トライアル雇用、精神障害者ステップアップ雇用利用中の者（当該期間中及び入社までの間に限り延長可能）
・採用を前提とした職場実習中の者（実習期間中及び入社までの間に限り延長可能）
・就職が内定している場合（入社までの間に限り延長可能）



（５）添付書類
・延長期間中の目標及び支援内容を具体的に記載した個別支援計画（案）を添付してください。様式は事業所の作成している任意の様式で結構です。 
・就労移行支援は、就労までにいたるスケジュールを、自立訓練は訓練終了後の生活を見据えたスケジュールを具体的に記載してください。 

【注意】
※この理由書は「標準利用期間」を超える支給決定が必要かどうかを判断するための資料ですので、できるだけ詳しく記入してください。
※この理由書の提出があった場合でも、必ずしも「標準利用期間」を超える利用が認められるわけではありません。


